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2

特別支援学校

バリアフリー

保育クラブ

地域交流

障害年金

障害者スポーツ

介護保険制度

医療保険制度

こども発達センター 就労・雇用施策

生活保護

手当・助成制度

災害時要援護者支援制度

福祉避難所

成年後見制度

県条例

虐待防止センター

啓発イベント

障害福祉サービス

保健事業

相談支援

障害福祉サービス
以外のサービス

文化芸術活動

2

子育て・教育 社会参加・就労 福祉サービス・相談

経済的保障

理解促進

権
利
擁
護

生活環境

医
療
・保
健
・
介
護

障害福祉の全体像

障害者・児



障害児・者に関するサービス

手当等の給付

手 当 給 付

医 療 費 助 成

日常生活に関する助成

交通に関する助成

・身体障害者手帳（肢体不自由、聴覚又は平衡機能障害、音声言語障害、視覚障害、内部障害）
・療育手帳（知的障害）
・精神障害者保健福祉手帳（精神障害、発達障害、高次脳機能障害）

3
後見制度 災害時要援護者支援制度

等

その他の事業

レスパイト事業

就労支援センター

虐待防止センター

地域リハビリ事業

サービス事業者への助成

ピアカウンセリング

介護給付 訓練等給付

地域生活支援事業

自立支援医療 補装具

障害福祉サービス

障害者総合支援法に基づく
障害福祉サービス等

相談支援

3

児童福祉法に基づく
障害児通所支援等

障害児通所支援 障害児入所支援

障害児相談支援

障害者手帳制度



障害者・児

市町村

介護給付

・居宅介護 ・重度訪問介護

・同行援護 ・行動援護
・重度障害者等包括支援
・生活介護 ・療養介護
・短期入所 ・施設入所支援

訓練等給付

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労移行支援
・就労継続支援（A型・B型）
・共同生活援助（グループホーム）

自立支援医療

・更生医療 ・育成医療

・精神通院医療※

都道府県

・広域支援

・人材育成 等支援

・相談支援

・意思疎通支援
・日常生活用具
・移動支援
・成年後見制度利用支援
・地域活動支援センター

（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型） 等

地域生活支援事業

補装具

※自立支援医療のうち
精神通院公費の実施主
体は都道府県等

指定障害児相談支援

指定特定・一般相談支援
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障害者総合支援法・児童福祉法の「サービス」構成

・児童発達支援

・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援

障害児通所支援

自立支援給付

・福祉型障害児入所施設

・医療型障害児入所施設

障害児入所支援

【障害者総合支援法】

【児童福祉法】



次期障害者計画策定にあたって留意すべき事項①

・第３次障害者基本計画
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害
者差別解消法）の施行

・生活困窮者自立支援法の施行
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（障害者総合支援法）の改正

・児童福祉法の改正
・障害者雇用促進法の改正
・成年後見制度利用促進法の制定 等

＊社会情勢の変動を踏まえつつ、これらの新たな法制度や
国の基本計画との整合をはかる
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次期障害者計画策定にあたって留意すべき事項②

【重点施策・重点事業の設定】
計画期間において、特に重点的に取り組む施策を「重点施策」と位置

づけるとともに、各施策における「重点事業」に数値目標を設定し、進
捗状況について評価点検を実施する。

【第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画に係る基本指針】
○成果目標
・福祉施設の入所者の地域生活への移行（継続）
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（成果目標の変更）
・地域生活支援拠点等の整備（継続）
・福祉施設から一般就労への移行等（継続）
・障害児支援の提供体制の整備等（新設）

○活動指標
・成果目標の達成のために必要とされる障害福祉サービス等の見込量等
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計画の期間（事務局案）

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

市川市
障害者計画
（基本計画）

市川市
障害者計画
（実施計画）

市川市
障害福祉
計画

市川市
障害児
福祉計画

いちかわ
ハートフルプラン

実施計画 第２次実施計画

第２期 第３期第１期 第４期

第２次いちかわ
ハートフルプラン

第３次実施計画
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第５期

第１期

（仮称）第３次い
ちかわハートフル
プラン



次期障害者計画 策定体制

社 会 福 祉 審 議 会

社 会 福 祉 審 議 会 障 害 者 福 祉 専 門 分 科 会

事 務 局 ( 障 害 者 支 援 課 ・ 発 達 支 援 課 )

報告・協議
障害者基本法に定める「合議制の機
関」にあたる位置づけと役割を担う組
織

計画素案・原案
の提示

意見・指摘

自 立 支 援 協 議 会講演会・パブ
リックコメント
等の実施によ
る住民意見

障害者団体
等

からのヒアリ
ング等による
実態把握

庁内各課調査・調整

千

葉

県

計画案の諮問・審議・答
申

地域における支援体制整備にかかる協議の場
＝障害福祉計画の推進体制の中核的な位置
づけと役割を担う

次期障害者計画策定 策定体制
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平成 ２９ 年度

次
期
障
害
者
計
画
の

策
定
に
つ
い
て

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

報
告

７月 ８月 １０月 １１月 １２月

③

① ②

答
申
案
の
報
告

９月 １月６月５月４月

社
会
福
祉
審
議
会

障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会

①

２月

分
科
会
審
議
の
中
間

報
告

パブリックコメント

障害者団体ヒアリング

計
画
に
関
す
る
勉
強
会

第
２
次
い
ち
か
わ
ハ
ー
ト
フ
ル
プ
ラ
ン
進
捗
報
告

計
画
骨
子
案
に
つ
い
て

計
画
素
案
に
つ
い
て

③

講演会

⑤

④

計
画
素
案
に
つ
い
て

第
２
次
い
ち
か
わ
ハ
ー
ト

フ
ル
プ
ラ
ン
進
捗
報
告

計
画
原
案
に
つ
い
て

答
申
案
に
つ
い
て

●：自立支援協議会

④

計
画
素
案
に
つ
い
て
（
自
立
支

援
協
議
会
と
の
意
見
交
換
）

②

３月

市
長
答
申

次期障害者計画策定に係る社会福祉審議会・障害者
福祉専門分科会におけるスケジュール（事務局案）
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